
●次の区間の通学バスの管理運行業務

※1 定期便での運行はありませんが、スクールバス管理料としてお支払いします。

※2 臨時便として運行した分、委託料をお支払いします。

●運 行 日 数・・・定期便：無し。

臨時便：随時運行（上記一覧表参照）

●応 募 資 格・・・①15人乗りスクールバスのため、大型もしくは中型自動車免許を持つ運転手
（中型自動車免許の 8t車限定は除く）を 2名以上確保でき、隠岐の島町
内に住所を有する会社または団体

②会社及び代表者個人について町税等の滞納のない者であること

●運 行 期 間・・・令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 31日まで（1年間）
ただし、運行期間終了時に契約内容について、双方協議の上で 1回まで運行
期間を更新することができるものとする（最長令和 9年 3月 31日まで）

●委 託 金 額・・・定期便：定期便としての運行はないが、臨時便の支援センター行き下校便数

の年間拘束時間（運転、点検時間）に管理料率１０％をかけて計算

臨時便：拘束時間に時間単価をかけて計算（月毎に請求支払）

この要項に付属する申込用紙により下記まで応募してください。

●応 募 先・・・〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町下西 78番地 2
隠岐の島町教育委員会 総務学校教育課 総務係

TEL：2－2206 FAX：2－0619
●申 込 方 法・・・申込書に必要事項を記載の上、郵送もしくは持参してください。

●受 付 期 間・・・令和 7年 3月 7日（金）午後 5時まで（締切厳守）
（※郵送の場合、当日の消印有効）

学校名

（運行区間）

定期登下校便

運行数

定期便委託料

目安 ※1

臨時便運行 目安

（主な内容）

学校各種行事 ※2

有木小学校

（下校時の各子育て支援センタ

ー行き、その他学校行事等の臨

時運行）

定期運行は無し。

（運行が不定期の

ため。運行分は臨

時便として扱う）

約 30,000円

支援センター行き下校

便数：約 120回
（週３回程度）

約 380,000円、
その他、学校行事等で

の臨時運行あり。



申込みがあった会社、団体と下記の日程で面接を行います。

●日 程・・・令和 7年 3月中旬を予定
●面 接 会 場・・・隠岐の島町役場３階 会議室

●面 接 内 容・・・①運行体制に関する事

②運転手に関する事

③運行に対する考え方 等々

※具体的な面接の日時については調整の上、後日申込者に通知します。

●書類及び面接の結果から審査し、委託先を決定します。

結果については、申込者全員に通知します。


